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く
ら
し
の
情
報

市
長
と
語
ろ
う
！
「
市
民
の
日
」

秘
書
広
報
課

　
皆
さ
ん
の
声
を
行
政
に
反
映
す
る

た
め
に
、
市
長
と
語
り
合
っ
て
み
ま

せ
ん
か
。
話
題
は
な
ん
で
も
結
構
で
す
。

■
日
時
／
９
月
27
日
（
月
） 

13
時
～

16
時

■
場
所
／
岩
瀬
地
区 

南
飯
田
ふ
る

さ
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

■
問
合
先
／
秘
書
広
報
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、
内

線
１
２
６
８
）

※
次
回
の
「
市
民
の
日
」
は
、
10
月

22
日
（
金
） 

大
和
地
区 

中
根
分
館

で
行
い
ま
す
。

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

平
成
22
年
「
国
勢
調
査
」
の
実
施

企
画
課

　
本
年
10
月
１
日
に
、平
成
22
年「
国

勢
調
査
」
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

■
講
師
／
桜
川
消
防
署 

救
急
救
命
士

■
申
込
期
限
／
９
月
22
日
（
水
）

■
問
合
せ･

申
込
先
／
健
康
推
進
課

（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１

代
表
）

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

｢

家
族
介
護
慰
労
金｣

を
支
給
し

ま
す

介
護
長
寿
課

　
市
で
は
本
年
度
よ
り
、
在
宅
で
要

介
護
者
を
介
護
し
て
い
る
方
の
苦
労

に
報
い
る
と
共
に
、
こ
れ
か
ら
も
要

介
護
者
が
継
続
し
て
在
宅
で
過
ご
せ

る
よ
う
に
、
家
族
介
護
慰
労
金
支
給

事
業
を
開
始
い
た
し
ま
す
。

■
支
給
の
対
象
者

　
介
護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
区
分

が
要
介
護
３
以
上
に
認
定
さ
れ
て
い

る
方
、
ま
た
は
当
該
認
定
さ
れ
た
方

と
同
等
と
認
め
ら
れ
た
方
と
、
過
去

１
年
間
（
本
年
度
は
、
平
成
21
年
８

月
１
日
～
平
成
22
年
７
月
31
日
ま

で
）
継
続
し
て
同
居
し
日
常
介
護
し

て
い
る
方
が
対
象
で
す
。（
同
一
世

帯
で
要
介
護
３
以
上
の
要
介
護
者
を

２
人
以
上
介
護
し
て
い
る
場
合
で

も
、
支
給
対
象
者
は
１
人
で
す
。）

■
慰
労
金
受
給
条
件
／
次
の
条
件
を

全
て
満
た
し
て
い
る
方
で
す
。

・ 

要
介
護
者
ま
た
は
介
護
者
が
市
税

な
ど
に
滞
納
が
無
い
こ
と

・ 

要
介
護
者
が
、
過
去
１
年
間
に
介

月
末
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

た
方
は
、
子
ど
も
手
当
の
申
請
が
免

除
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
中
学
２
・
３
年
生
の
子

ど
も
な
ど
、
新
た
に
子
ど
も
手
当
の

対
象
と
な
る
、
子
ど
も
を
養
育
さ
れ

て
い
る
方
や
３
月
末
ま
で
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
方
は
申
請

が
必
要
で
す
。
　
　

申
請
猶
予
期
限:

９
月
30
日
（
木
）

　
４
月
１
日
に
受
給
資
格
の
あ
っ
た

方
は
、
９
月
30
日
ま
で
に
申
請
を
す

れ
ば
４
月
分
か
ら
の
子
ど
も
手
当
を

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
９

月
30
日
を
過
ぎ
る
と
申
請
し
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
と

な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら

　
ま
た
、
出
生
・
転
入
な
ど
に
よ
り

新
た
に
受
給
資
格
が
生
じ
た
場
合

は
、
認
定
請
求
書
の
提
出
が
必
要
で

す
。

　
請
求
書
を
提
出
し
認
定
を
受
け
れ

ば
、
認
定
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
の

で
、
申
請
は
お
早
め
に
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
　
　
　
　

※
申
請
が
、
出
生
ま
た
は
転
入
日
の

翌
月
と
な
っ
た
場
合
で
、
申
請
が
、

出
生
・
転
入
日
の
翌
日
か
ら
数
え
て

15
日
以
内
な
ら
ば
申
請
し
た
月
か
ら

の
支
給
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の
　

　
請
求
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

（
請
求
者
が
桜
川
市
国
保
以
外
の
場

合
）・
請
求
者
の
銀
行
な
ど
の
口
座

番
号
が
分
か
る
も
の
（
預
金
通
帳
な

ど
）・
印
鑑

■
申
請
場
所
／
児
童
福
祉
課
（
岩
瀬

庁
舎
）・
総
合
窓
口
課
（
大
和
・
真

壁
庁
舎
）

■
問
合
先
／
児
童
福
祉
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、
内

線
２
３
２
５
・
２
３
２
６
）

　市
の
ス
ポ
ー
ツ
・
芸
術
文
化
振

興
に
、
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

■
氏
名
／
ト
マ
ト
ハ
ウ
ス
真
壁
店

　
代
表
　
笹さ

さ
ぬ
ま沼 

り
つ
子 

様

■
寄
付
金
／
３
７,
９
１
０
円

お
詫
び
と
訂
正

 

８
月
１
日
発
行
の
「
広
報
さ
く
ら

が
わ
」
に
掲
載
し
た
内
容
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い

た
し
ま
す
。

■
訂
正
箇
所

・ 

く
ら
し
の
情
報（
９
ペ
ー
ジ
）の「
お

詫
び
と
訂
正
」
の
児
童
氏
名

誤  

桜
井
亜
美
　
　
正
　
桜
井
亜
実

・ 

歴
史
民
俗
資
料
館
だ
よ
り
（
13
ペ

ー
ジ
）
の
写
真
説
明

誤  

真
壁
久ひ

さ
み
き幹

　
　
正
　
真
壁
久ひ

さ
も
と幹

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
（
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
な
ど
）
の
利
用
お
よ
び
医
療
機

関
へ
の
入
院
日
数
の
合
計
が
90
日

を
超
え
な
い
こ
と

・ 

要
介
護
者
が
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
な
ど
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に

規
定
す
る
特
別
障
害
者
手
当
の
支

給
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

・ 

要
介
護
者
が
、
桜
川
市
在
宅
障
害

児
福
祉
手
当
支
給
条
例
に
規
定
す

る
福
祉
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

な
い
こ
と

■
慰
労
金
の
額
／
年
額
５
万
円

■
手
続
方
法
／
家
族
介
護
慰
労
金
を

受
給
す
る
た
め
に
は
、
申
請
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。

・ 

こ
の
事
業
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、
９
月
中
に
手
続
き
に

必
要
な
書
類
を
郵
送
い
た
し
ま
す
。

・ 

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方

で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
ほ
ぼ

全
面
的
な
介
護
が
必
要
な
方
を
介

護
し
て
い
る
方
は
、
次
に
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。

■
提
出
期
限
／
10
月
29
日
（
金
）

■
問
合
せ
・
提
出
先
／
介
護
長
寿
課

（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、

内
線
２
３
３
１
）

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

子
ど
も
手
当
の
申
請
に
つ
い
て

児
童
福
祉
課

　
子
ど
も
手
当
の
創
設
に
伴
い
、
３

　
今
回
の
国
勢
調
査
は
、
わ
が
国
が

本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
と
な
っ
て

実
施
す
る
最
初
の
国
勢
調
査
で
、
日

本
の
未
来
を
考
え
る
た
め
に
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
、
最
新
の
人
口
や
世

帯
の
実
態
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
重

要
な
も
の
で
す
。

　
調
査
員
が
各
世
帯
を
訪
問
し
た
際

は
、
配
付
す
る
調
査
票
へ
の
ご
記
入

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
問
合
先
／
企
画
課 
統
計
係
（
☎

58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、

内
線
１
２
７
３
）

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

平
成
23
年
度
版
「
県
民
手
帳
」

な
ど
の
申
込
み
に
つ
い
て企

画
課

■
種
類
・
価
格
／
「
県
民
手
帳
」
ポ

ケ
ッ
ト
版
３
０
０
円
・
標
準
版

４
０
０
円
・
デ
ス
ク
版
９
０
０
円
・

「
農
業
日
誌
」
１,
４
０
０
円
・「
フ

ァ
ミ
リ
ー
日
誌
」
１,
４
０
０
円
・「
新

農
家
暦
」
４
９
０
円

■
申
込
先
／
企
画
課
（
大
和
庁
舎
）、

総
合
窓
口
課
（
岩
瀬
・
真
壁
庁
舎
）

ま
で
、
代
金
を
添
え
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限
／
９
月
24
日
（
金
）

■
問
合
先
／
企
画
課 

統
計
係
（
☎

58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、

内
線
１
２
７
３
）

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

悪
質
業
者
や
振
り
込
め
詐
欺
の
被

害
か
ら
高
齢
者
を
守
り
ま
し
ょ
う

桜
川
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
悪
質
商
法
に
よ
る
高
齢
者
の
被
害

を
食
い
止
め
る
に
は
、
ご
家
族
は
も

と
よ
り
高
齢
者
の
周
り
の
方
々
に
高

齢
者
の
様
子
を
気
に
か
け
て
い
た
だ

く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
９

月
１
日
～
30
日
ま
で
の
１
か
月
間
、

市
町
村
、
県
警
本
部
と
協
力
し
て
被

害
防
止
の
た
め
の
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

契
約
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
は
、

　
　
　
　「
高
齢
者
被
害
一
一
〇
番
」

☎
０
２
９-

２
２
５-

０
９
９
９

（
９
月
の
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
。

９
時
～
17
時
）

　
ま
た
は
、身
近
に
あ
る
桜
川
市
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

相
談
専
用
電
話

☎
０
２
９
６-

75-

６
３
０
０

 

（
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
。
９
時   

～
12
時
・
13
時
～
16
時
）

・ 

相
談
場
所
／
桜
川
市
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
（
市
役
所
岩
瀬
庁
舎
２
階
）

振
り
込
め
詐
欺
の
通
報
、
相
談
は
、

　
　
県
警
振
り
込
め
詐
欺
対
策
室
へ

☎
０
２
９-

３
０
１-

０
０
７
４

（
オ
レ
オ
レ
な
し
）

市
民
健
康
講
座
（
無
料
）

健
康
推
進
課

救
急
車
の
正
し
い
利
用
法

■
日
時
／
９
月
24
日
（
金
）
13
時
30

分
～
15
時

■
場
所
／
真
壁
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
２

階
　
会
議
室

※
市
税
は
納
期
内
に
納
め
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
く

簡
単
で
便
利
な
納
付
方
法
と

し
て
、
口
座
振
替
制
度
が
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

９
月
の
納
税
・
保
険
料

国
民
健
康
保
険
税
　
　
３
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
　
３
期

納
期
限:

９
月
30
日
（
木
）

お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉


